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第１章 計画策定にあたって

１ 計画の趣旨及び策定背景

電子自治体とは、コンピュータやネットワークなどの ICT（情報通信技術）を行政のあら

ゆる分野に利活用することにより、市民生活の利便性向上や事業者の事務負担の軽減、行政

事務の簡素化・合理化などを図り、効率的・効果的な自治体を実現しようとするものであり、

国や兵庫県においても、ICTを利活用した様々な指針・計画を策定しています。

  加東市は、行政事務の簡素化・効率化を図るために情報化を推進し、行政事務に関しては、

概ねシステム化できました。今後は、既存システムや各種情報資産等の的確な運用と利活用

を図るなど、電子自治体を推進すべき段階に来ています。加えて、市民生活を取り巻く ICT

環境は、刻々と変化していることから、それに的確に対応していくことが急務となっていま

す。

そこで、加東市電子自治体推進計画（以下「本計画」という。）を策定し、ICTの一層の利

活用による市民満足度の向上や地域コミュニティの活性化を目指します。

２ 計画の位置付け

本計画は、加東市の最上位計画である加東市総合計画「みんなでつくる加東 きらめき☆

プラン」（期間：平成 20年度から平成 29年度までの 10年間）における、電子自治体を推進

するための ICT関連分野に特化した計画です。
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３ 計画の構成

本計画は、加東市電子自治体推進基本計画（以下「基本計画」という。）と加東市電子自治

体推進計画アクションプラン（以下「アクションプラン」という）で構成します。

基本計画は、第 3章で示す本計画の基本理念と基本方針についての電子自治体推進の大枠

の方向性を定め、アクションプランは、第 4章で示す基本方針の取組の具体的な情報化施策

について定めます。
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４ 計画の期間

本計画の計画期間は、平成 29年度から平成 33年度の 5年間を計画期間とします。
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第２章 情報化社会の現状と課題

１ 社会・経済の動向

ICT は、社会の仕組みや状況を変容させながら急速に発展し続けています。近年では、ス

マートフォンやソーシャルメディアが普及するとともに、クラウドコンピューティング技術

に基づくサービスの提供が拡大しています。インターネットは今や社会インフラのひとつと

なり、職場や家庭だけでなく移動中を含めたあらゆる状況で「いつでも、どこでも、誰でも」

インターネットを利活用できる環境が整備されており、市民生活、事業者、行政等、社会の

多くの場面で ICTが利活用され、その利便性を享受できるようになっています。その一方で

は、ICTに起因する新たな課題も同様に生じています。ICTを使いこなせる人とそうでない

人との間に生じる情報格差（デジタルディバイド）の問題、インターネットの普及によるコ

ンピュータウイルス被害の拡大、不正アクセス等によるネット犯罪や個人情報の流失など、

新たな課題に対しても対応が求められています。ICTをより身近なインフラとして定着させ、

誰もが便利で安心して利活用できる環境づくりが必要になってきています。

出展：総務省「平成 26年通信利用動向調査」に一部追記

※スマートフォンの
急激な普及
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２ 国の動向

現在、ICT は広く社会に浸透し、経済活動から日常の暮らしに至るまで今や生活に欠かせ

ないものとなっています。ICT の利便性を国民がさらに享受できるように、高度情報通信ネ

ットワーク社会推進戦略本部（IT総合戦略本部）により、「世界最先端 IT国家創造宣言」が

策定（平成 25年 6月策定、平成 26年 6月一部改定）され、2020年までに世界最高水準の

IT利活用社会の実現を目指すことが宣言されています。同宣言においては「公共サービスが

ワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会の実現」のためにマイナンバー制度

の導入や利便性の高い行政サービスの提供が盛り込まれています。

同宣言とともに、同年において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（マイナンバー法）」が施行されるとともに、平成 26年 3月に、総務省か

ら「電子自治体の取組みを加速するための 10の指針」が示され、社会保障・税番号制度の導

入にあわせた自治体クラウド導入の加速を最優先課題と位置付け、行政情報システムの改革

に関して、地方公共団体に期待される具体的な取組が提示されています。

出展：総務省 我が国の IT戦略と電子自治体の展開
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３ 兵庫県の動向

兵庫県においては、過去３回にわたる情報化戦略（ひょうご IT 戦略（2001-2003）、ひょ

うご IT新戦略（2004-2006）、ひょうご情報交流戦略（2007-2009））を実施し、兵庫県情報

ハイウェイの整備や県下のブロードバンド整備率 100％達成等の成果を出しています。また、

2003 年から電子申請システムの運用を開始し、2006 年からは当該システムを市町との共同

運用に切り替え、加東市をはじめとした県下の多くの自治体が利活用しているとともに、県

下自治体と共同で兵庫県電子自治体推進協議会を組織し、電子申請や遠隔地バックアップ等

の共同調達を実施するなど、行政手続のオンライン化や行政運営の効率化を進めながら、県

下の市町に電子自治体の構築支援を行っています。また、情報セキュリティ対策推進のため、

平成 28年度から、兵庫県セキュリティクラウドを構築し、県下の全自治体に対して強固で統

一的なセキュリティ機能を提供しています。

これらの動向を踏まえ、また、変化の激しい情報化社会に対応するため、平成 27年度に策

定されたひょうご ICT戦略に基づき、引き続き県下の情報政策に主導的な役割を果たしてい

ます。

４ 加東市における情報化の現状

加東市においては、市役所業務の効率化のため、住民情報や戸籍、税、保険等をはじめと

した各種の電算システムを導入しています。また、その電算システムを利活用するための端

末も 500台以上を導入しており、職員ひとりが１台以上の端末を使用している状況です。

さらに、全庁的に情報共有を行うため、加東市役所本庁舎や各公共施設を接続する専用の

庁内ネットワークを整備し、グループウェアシステムやファイルサーバシステム、文書管理、

財務会計等の電算システムを全庁的に利活用しているほか、各担当課の業務に特化した電算

システムも多数導入しています。

市民サービスとしては、市直営ケーブルテレビネットワークによるサービスを民間事業者

に引き継ぐことにより、市政の情報提供等のデータ通信網を利活用したサービス提供を行っ

ているほか、市民や事業者への情報提供を行うための加東市ホームページやフェイスブック

等の SNSを開設するとともに、体育館や公民館等の施設が予約できるシステムや、図書館の

蔵書の予約や検索ができるシステムが利用可能な環境を構築しています。また、兵庫県電子

申請共同運営システム（e－ひょうご）による電子申請システムの共同調達により、一部の事

務については電子申請が可能です。さらに、マイナンバー制度を利活用して、証明書のコン
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ビニ交付を可能とするシステムを導入しています。

５ 加東市における情報化の課題

  前項で取り上げた電算システムについては、その維持管理及び更新に多くの費用を要して

います。また、定期的な更新が必要なため、機器の更新やそれに伴うシステム再構築、デー

タ移行・設定費のほか、調達に係る事務コストも大きなものとなっています。電算システム

の数や種別は年々増加傾向にあり、電算システムの運用管理の煩雑化やコスト増は財政面で

大きな課題です。なお、このようなコストの削減に対しては、共同調達やクラウド技術の利

活用が効果的であるとされているため、加東市においても、引き続きコスト削減の手法につ

いて研究する必要があります。

また、現在導入が進んでいる各種の電算システムについては、加東市役所の業務の向上の

ために導入されているもので、市民サービス面における ICTの利活用については、それとは

異なった取組が必要と考えます。

  さらに、既存システムや各種情報資産等の運用の更なる最適化や災害時における適切な対

応が必要です。
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第３章 加東市における計画の基本的な考え方

１ 計画の基本理念

 本計画における基本理念を次のとおり定めます。

  本計画は、行政が ICTを利活用することで、事務処理等の迅速な対応により市民の満足度

が向上すること（快適）、また、将来的には、ネットワークを通じた地域コミュニティの活性

化につながること（活力）を念頭に置き、電子自治体を推進することで、「ICTの利活用によ

る快適で活力あるまちづくり」につなげることを基本理念とします。

２ 計画の基本方針

前項の理念を実現に導くため、社会の情勢や国、兵庫県の動向を踏まえ、本計画において

は、次の６つの基本方針を定めました。

「安全・安心の推進」「暮らしの質の向上」「地域力の強化」「産業の振興」「行政のオープ

ン化・効率化」「社会と ICTの調和」の６方針です。

なお、方針の選定に当たっては、次の２つの観点を重視しています。

１つ目は、地方自治・地方分権の考え方に立脚し、国から都道府県、都道府県から市町村

への地方分権の流れを維持しながら、国や兵庫県の情報施策方針との整合性を考慮し、ICT

を利活用することです。
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２つ目は、特定の分野に偏るのではなく、広い視野で様々な分野に対してバランスよく取

り組むことが可能となるようにすることです。

以上の２つの観点から、ひょうご ICT戦略の方針とも整合性のある６方針を「電子自治体

を推進する６つの基本方針」と定めました。

【電子自治体を推進する６つの基本方針】

 ① 安全・安心の推進

 ② 暮らしの質の向上

 ③ 地域力の強化

 ④ 産業の振興

 ⑤ 行政のオープン化・効率化

 ⑥ 社会と ICTの調和

上記の６つの基本方針に従い、加東市の各種計画や指針と整合性を図りながら、情報化に

関する取組を今後展開します。なお、方針の例示的な内容については、次章に示します。ま

た、具体的な取組については、アクションプランにおいて定めます。
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第４章 計画の実現に向けて

第３章で取り上げた６つの基本方針に従って、この章ではそれぞれの方針における、まちづ

くりを推進するための ICTの利活用について、全体の方向性や取組・課題を示します。

なお、本章にて取り上げた取組は、現時点で想定される取組であり、次期総合計画の内容等

により見直しを行う可能性があります。また、取組における個別具体的な施策の実施や詳細な

スケジュール、取組の優先順位については、アクションプランにおいて定めます。

1 安全・安心の推進

生命、財産が保護され、安全に安心して暮らせることが、市民生活においてまずは何より

も大切です。安全・安心が疎かとなっては、生活は成り立ちません。

このため、本計画では基本方針の１つ目として「安全・安心の推進」を方針に定め、市民

生活の安全・安心の向上に対して、ICTを利活用した取組・課題を以下の項目に示します。

○ 防災・防犯情報の提供

防災行政無線やかとう安全安心ネットによるメール配信システム等の ICT機器の利活用

により、市民や団体、事業者に防災・防犯情報の迅速な提供が行える体制づくりを推進し

ます。

○ 災害に強いまちづくり

大きな災害が発生した際においても、行政機能を維持し、市民の安全・安心を確保する

ために、業務継続計画において、電算システムの非常時の対応等を定めます。また、想定

される山崎断層地震や南海トラフ地震に備えるため、公開型 GISを利活用した防災・避難

情報の提供や被災者支援システムを整備するとともに、災害時における情報提供を充実さ

せるために、防災行政無線などの既設設備に加え、避難所となる学校をはじめとした公共

施設へのWi-Fi環境の整備も行います。上下水道については、民間ＶＰＮ等の技術による

集中監視システムにより、安定した施設管理を行います。
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2 暮らしの質の向上

グローバル化の進展により、社会の仕組みが変容し、ライフスタイルや働き方も多様化す

るとともに、核家族、単身世帯、ひとり親世帯等家族の構成も多様なものとなり、それらに

対する市民ニーズに応える必要があります。

多様化する市民ニーズに的確に対応し、利便性を向上することで、住みやすいまち、暮ら

しやすいまち加東を目指し、２つ目の方針として「暮らしの質の向上」を方針に定め、ICTを

利活用した取組・課題を以下の項目に示します。

○ 市民サービスの確保・向上

コンビニエンスストアにおいて証明書の交付や公共料金の支払いが可能となる仕組みを

構築します。また、インターネットを利活用した公共施設や図書館の蔵書の予約ができる

仕組みを拡充します。さらに、クレジットカード決済による公共料金の納付や電子申告

（eLTAX）の利活用を推進します。

○ 福祉の充実

よりタイムリーで有用な子育て情報を発信できる手段を提供します。また、ICT を利活

用した子育て支援、生活支援や高齢者福祉支援の充実が必要です。

○ 市民ニーズへのきめ細かな対応

マイナンバーカードの独自利用部分の利活用など、市民ニーズへのきめ細かな対応を目

指します。また、窓口での説明にタブレット形 PC を利活用する等、ICT機器を利活用し

た市民サービスの充実が必要です。

3 地域力の強化

全国的に地域コミュニティの力が弱まりつつあると言われています。また、少子高齢化が

加速し、子どもたちや高齢者の見守りが課題となっているほか、増加する空き家への対策も

必要です。これらの課題に対して ICTを用いることの効用のひとつとして、情報伝達や情報

連携が行いやすくなることが挙げられます。

加東市においては、３つ目の方針として「地域力の強化」を方針に定め、ICT を利活用し

た取組・課題を以下の項目に示します。
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○ 市民活動の支援 

地域で活動するボランティアやまちづくり活動市民団体についての情報や地域が抱える

課題（空き家、獣害等）を把握、集約する仕組みを整え、ICT を利活用しながら加東市と

地域が協力してそれらの課題を解決できる手だてが必要です。

○ つながり・絆の再生・強化

ICT を利活用した子どもや高齢者の見守りを行う環境の整備が必要です。また、防災行

政無線の地区内放送の機能を提供することにより、地域内での情報共有を支援するととも

に、地域情報の発信のためにケーブルテレビ番組（文字・動画）の充実に努めます。

４ 産業の振興

持続ある加東市の発展のためには、市域における産業の活性化が不可欠です。産業の振興

により、雇用が創出され、働く場を求めて人が集まります。また、伝統的な地場産業を継承、

育成していくことも重要です。

  加東市においては、山田錦や釣り針をはじめとした強みのある地域資源がたくさんありま

す。その地域資源を守り育て、加東市の活力を維持するために、基本方針の４つ目として「産

業の振興」を方針に定め、ICTを利活用した取組・課題を以下の項目に示します。

○ 農業の振興

加東市が誇る特産品について、それらの情報を積極的に発信し、知名度の維持、向上を

図ります。また、農家台帳システムの更新、利活用により、農家への支援体制を拡充する

とともに、ICTを利活用した獣害対策の取組についても研究を行います。

○ 商工業の振興

加東市が誇る特産品について、商工会等と連携を図りながら積極的に情報発信するなど、

さらなる認知度の向上を目指します。また、ICT を利活用したビジネスマッチング支援が

必要です。そのために、事業所における ICTの普及促進や ICTに対応できる人材の育成が

不可欠であり、事業者向け ICT利活用ワークショップなどの取組みが必要です。

○ 観光の振興 

ふるさと納税の返礼品制度とポータルサイトの利活用等により、魅力あるまちの情報発

信を積極的に行い、加東市の知名度向上を図ります。また、加東市内の各観光地に無線 LAN

による Wi-Fi 設備を整備し、来訪した観光客の利便性の向上を図り、来訪者の SNS 発信
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や ICTを利活用したイベントの実施等による観光の活性化に取り組み、来訪者及びリピー

ターの増加を目指します。

○ まちの活性化

空き店舗等の既存ストックを有効活用して、まちの活性化・再構築を進めるために、ICT

を利活用する必要があります。

５ 行政のオープン化・効率化

市民ニーズにきめ細やかに対応するため、行政は市民や事業者の協力を得ながら事業を実

施する必要がありますが、人的・金銭的資源は有限です。ICT を利活用し、行政事務を効率

的かつ迅速に行うことにより、少ない労力・コストで多くの事業に取り組むことが可能とな

ります。

このため、５つ目の方針として「行政のオープン化・効率化」を方針に定め、ICT を利活

用した取組・課題を以下の項目に示します。

○ 行政のオープン化

ハード面・ソフト面に対する情報セキュリティを維持、強化しながら、将来的なオープ

ンデータの提供、情報の利活用を図るために、電算システムのクラウド化を推進します。

また、情報公開への迅速な対応が可能となる仕組みを整えます。

○ 行政事務の効率化

現在、一部の申請において利用が可能な e－ひょうごを利活用した電子申請を拡充する

とともに、電子入札を導入し、利便性及び事務効率の向上を図ります。また、職員アンケ

ートシステムの利活用等により、事務処理の迅速化やペーパーレス化を推進するとともに、

電子決裁等の新たな手法による効率的な業務システムを構築します。

○ コストダウン

電算システム運用経費のコストダウンの手法として、電算システムのクラウドサービス

の利活用を推進するとともに、自治体クラウドの導入について他の自治体と協議すること

が必要です。また、兵庫県電子自治体推進協議会による共同調達の利活用により、電子申

請システムやデータの遠隔地バックアップの利活用体制を整備し、電算システム調達コス

トのさらなる低減を図ります。
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○ 各種制度への対応

ICT を利活用して、個人番号制度の運用及び住基・戸籍システムの運用、連携を行うとと

もに、国民健康保険の広域化に取り組みます。

６ 社会と ICTの調和

情報化社会の進展により、市民の誰もが ICTに触れる機会が増えています。情報格差を防

ぎ、全ての市民が ICTに安全に親しみ、利活用し、豊かな情報生活を享受できるよう、市民

全体の情報リテラシーの向上を図ることが不可欠です。

また、ライフスタイルや価値観の多様化により、ICT の適切な利活用が新たな人と人との

つながりを創出するとも言われています。

そこで、６つ目の方針として「社会と ICTの調和」を方針に定め、ICTを利活用した取組・

課題を以下の項目に示します。

○ 教育の ICT 

ICT 機器等の計画的な整備を行い、電子黒板、デジタル教科書等を利活用した質の高い

学校教育をさらに推進します。また、次代を担う人材の育成のため、小中学生への ICT教

育の充実を図ります。

○ 青少年のモラルの醸成

スマートフォンやゲーム機がインターネットに接続されるようになったことにより、

ICTによる弊害が青少年を中心に全国的に増加しています。青少年の健全育成の観点から、

ICT を節度を持って適切に利活用できるよう、加東市ネット見守り隊の活動を拡充すると

ともに、青少年への情報モラル教育や保護者への啓発を行います。

○ より良い社会に向けて

スマートフォンの利用方法等の市民向け ICT講座の開催等により、ICT分野における情

報格差問題の縮小を図る必要があります。また、行政をより身近なものと感じられるよう

に、インターネット等の ICTを利活用して、市議会を中継しています。

※ 上記の６つの基本方針の内容については、常に先進事例の情報収集を行い、基本方針の

実現に向けて有効と思われる取組があれば、本計画に反映し、取り組みます。
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第５章 計画推進への取組

１ 計画の推進体制

平成 29 年度に加東市役所内の各関係課職員で構成する電子自治体推進計画アクションプ

ラン策定プロジェクト委員会（仮称）を設置し、アクションプランを策定することにより、

本計画を推進します。

なお、電子自治体の推進担当部署である総務部総務課においては、アクションプランに基

づく電子自治体推進政策の取りまとめと進行管理、業務遂行担当課へのアドバイスを行うと

ともに、ICTに対する職員の資質向上のための研修を実施します。

２ 計画の進捗管理

アクションプラン策定後は、毎年度、電子自治体推進計画アクションプラン策定プロジェ

クト委員会（仮称）において、施策の進捗について点検、評価、検証を行うとともに、評価

内容を公表します。

なお、計画期間内であっても、本計画内容を取り巻く環境は時代とともに大きく変化する

ことが予測されるため、国や兵庫県、近隣市町の状況や技術革新の動向が本計画の内容にそ

ぐわなくなった場合は、必要に応じて適宜見直しを行います。


